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都市計画マスタープランの
考え方の整理

そもそも「都市計画」とは何か？

都市計画法で以下のように定義
（法第四条第1項）

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な
発展と秩序ある整備を図るための「土地利用」、
「都市施設の整備」及び「市街地開発事業」に関す
る計画で、次章の規定※に従い定められたものを
いう。

※都市計画の内容や決定及び変更手続き

都市計画はこれら3本柱で構成される
・・・言い換えれば、3本柱ではない行政事務（福祉保健、
教育、過疎対策、観光など）は都市計画ではない
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土地利用に関する計画（都市計画の一番重要な柱）

ここは「住居地域」に指定されて
いるので・・・

住宅やコンビニはOK
危険物を扱う工場や大型ショッ
ピングセンターは×

ここは「準防火地域」に
指定されているので・・・
一定の防火構造で建て
る必要がある

• 地域地区（ゾーニング）

都市計画として定めることができる施設の
ことで、一般的にいって公的性格が強くかつ
市街地の骨格を形成する施設

都市施設の整備に関する計画

都市計画で定める主な都市施設
•道路、都市高速鉄道、駐車場、
自動車ターミナルその他の交通施
設

•公園、緑地、広場、墓園その他
の公共空地

•水道、電気供給施設、ガス供給
施設、下水道、汚物処理場、ごみ
焼却場その他の供給施設又は処理
施設
•河川、運河その他の水路
•市場、と畜場又は火葬場

などなど
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市街地開発事業に関する計画

• 土地区画整理事業（加茂市内では3地区で実施）

• 市街地再開発事業などなど

ミライエ長岡（再開発事業で図書館、イベントホール、オフィス等を整備）

都市基本計画として「都市計画マスター
プラン」が創設（H4）
都市計画法で以下のように定義
（法第十八条の二）

第1項
市町村は、・・・中略・・・、当該市町村の都市計画
に関する基本的な方針（以下、基本方針）を定める
ものとする。

第4項
市町村が定める都市計画は、基本方針に即したも
のでなければならない。

概ね20年先を目標とするプランであるが，
定期的な見直しが必要
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土地利用に関する都市計画

都市施設に関する都市計画

市街地開発事業に関する都市計画

都市計画の３本柱

しかし、これからは主人となる計画（マスター
プラン）に従って都市計画の3本柱を決める必
要がある

都
市
基
本
計
画

（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン）

都市基本計画として「都市計画マスター
プラン」が創設（H4）
都市計画法で以下のように定義
（法第十八条の二）

第1項
市町村は、・・・中略・・・、当該市町村の都市計画
に関する基本的な方針（以下、基本方針）を定める
ものとする。

言い換えれば、都市マスは都市計画の3本柱（土地
利用、都市施設、市街地開発事業）以外のことを決
める基本的方針ではない

都市計画以外を含めた、いわゆる「まちづくり」
の基本的方針は、より上位の「総合計画」である
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市町村総合計画即する

土地利用に関する都市計画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

（
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン）

市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

都市施設に関する都市計画

市街地開発事業に関する都市計画

都市計画の３本柱

都道府県総合計画

即する

即する
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都市計画マスタープランの位置づけ

都市マス

3本柱（地域地区、都市
施設、市街地開発事業）
を都市計画として定める

総合計画

その他部門計画

空
家
等
対
策
計
画

など

建築物の規制

道路、公園、下水
道等の公共施設
の整備計画

農
林
業
に
関
す
る
計
画

都
市
計
画
で
定
め
な
い
公
共
施
設

の
整
備
・
管
理
に
関
す
る
計
画

企
業
誘
致
に
関
す
る
計
画

商
業
振
興
に
関
す
る
計
画

高
齢
者
福
祉
に
関
す
る
計
画

学
校
教
育
・
子
育
て
に
関
す
る
計
画

防
災
に
関
す
る
計
画

公
共
交
通
政
策
に
関
す
る
計
画

環
境
政
策
に
関
す
る
計
画

即する 即する
県の都市
マス

整合する

都市マスはその他部門計画と整合する（その他部門計画
側も都市マスと整合する）ことが求められます

即する
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3
本
柱
の
都
市
計
画
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い

分
野
で
も
，
都
市
マ
ス
の
方
針
と
し
て
定
め
て
お

け
ば
，
他
部
門
の
計
画
や
事
業
を
展
開
す
る
合

理
性
（
整
合
性
）
を
確
保
で
き
る


